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深谷市立桜ケ丘学童保育室管理業務基準書 

 

 本書は、深谷市立桜ケ丘学童保育室の管理運営業務を指定管理者が行うに当たり、深

谷市が指定管理者に要求する管理運営の業務内容及びその基準等を示すものである。 

 

第１ 学童保育室管理運営業務に関する基本的事項 

１ 管理運営に係る基本理念 

 指定管理者制度は、指定管理者が施設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行

する制度である。このため、指定管理者は、自らの責任と判断によって、施設の適正

な管理を確保しつつ、住民サービスの向上を図っていく必要がある。 

 

２ 管理運営に係る基本的事項 

指定管理者は、次の各項目に留意して管理運営業務を実施しなければならない。ま

た、市は、施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指示等を行うもの

とする。 

（１）学童保育室の設置目的に則した管理運営を行うこと。 

（２）公の施設であることを常に念頭において、公平なサービスの提供に努め、特定 

のものに有利又は不利になる運営をしないこと。 

（３）放課後児童健全育成事業の実施及び施設の管理運営に当たっては、「深谷市放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」、「放課後児童

クラブ運営指針」及び「埼玉県放課後児童クラブガイドライン」を参考に常に質

的な向上を図ること。 

（４）事業計画書等に基づき、児童が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営を

行うとともに、効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の縮減に努めること。 

（５）施設が最大限有効活用されるように努めるとともに、利用者の意見を管理運営

業務に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

（６）利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。 

（７）省エネルギーに努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理

運営を行うこと。 

（８）市と密接に連携を図りながら管理運営を行うとともに、市の施策に対し積極的

に協力するよう努めること。 

（９）保護者との連絡を密にし、運営に当たること。 

（１０）個人情報の保護を徹底すること。 

（１１）健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に基づき、敷地内は禁煙とする。 

 

３ 関係法令等の遵守 
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  指定管理者は、施設の管理運営業務を行う上で、次に掲げるものをはじめ、関係す

る法令等を遵守しなければならない。 

 （１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 （２）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

 （３）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）及び関係法令 

 （４）深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年

深谷市条例第７７号） 

 （５）深谷市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平

成１８年深谷市規則第７１号） 

（６）深谷市学童保育室条例（平成１８年深谷市条例第１３０号。以下「条例」とい

う。） 

 （７）深谷市学童保育室条例施行規則（平成１８年深谷市規則第９２号。） 

 （８）深谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年深谷市条例第２６号。以下「基準条例」という。） 

 （９）深谷市放課後児童健全育成事業実施要綱（平成１８年深谷市告示第６６号） 

 （１０）深谷市個人情報保護法施行条例（令和４年深谷市条例第１７号） 

 （１１）深谷市情報公開条例（平成１８年深谷市条例第１３号） 

 （１２）深谷市行政手続条例（平成１８年深谷市条例第１５号） 

 （１３）放課後児童クラブ運営指針（平成２７年雇児発０３３１第３４号） 

 （１４）埼玉県放課後児童クラブガイドライン（平成２７年少子第１６７６号） 

 （１５）深谷市物品規則（平成１８年深谷市規則第６２号） 

 （１６）学童保育室における危機管理マニュアル（平成２８年） 

 

第２ 対象施設の概要等 

（１）深谷市立桜ケ丘学童保育室（幼稚園併設） 

１ 所 在 地 深谷市上野台５０８番地 

２ 定  員 ４６名×２クラス 

３ 構  造 鉄骨造 

４ 延床面積 １５７．８㎡ 

５ 施設内容 幼稚園施設の一部 

 

（２）深谷市立桜ケ丘学童保育室（戸建） 

１ 所 在 地 深谷市上野台５０８番地 

２ 定  員 ４６名×３クラス 

３ 構  造 鉄骨造 

４ 延床面積 ２１４．４７㎡ 



- 3 - 

 

５ 施設内容 専用施設 

 

（３）学童保育室の利用状況 

令和８年度実績（４月１日）               単位:人 

1年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

５０ ５２ ５４ ３１ ３１ １１ ２２９ 

 

第３ 施設の運営に関する業務の基準 

１ 保育時間等及び休日 

（１）保育時間 

① 保育時間は、児童の学校における放課後から午後６時までとする。 

② 土曜日及び春季、夏季及び冬季等の学校休業日の保育時間は、午前８時から午

後６時までとする。 

（２）延長保育 

平日の月曜日から金曜日までは午後６時から午後７時、土曜日及び学校休業日は

午前７時３０分から午前８時まで、午後６時から午後７時までの延長保育を実施す

る。 

（３）休日 

① 日曜日 

② 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

③ １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日 

（４）開室日及び保育時間の変更等 

① 台風や降雪、小学校の行事等で開室日及び保育時間の変更が必要な時には、市

の指示に従い保育を行うこと。 

② 大規模災害時等には、市の指示に従い対応を図ること。 

③ 指定管理者による開室日及び保育時間の変更は、原則認めない。ただし、指定

管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市の承認を得て、開室

日及び保育時間を変更することができる。 

 

２ 事業運営等に関する業務 

（１）業務の範囲 

① 放課後児童の安全確保、健康管理及び情緒の安定に関すること。 

② 放課後児童の遊び活動への意欲等の形成、自主性及び社会性等の向上に関する

こと。 

③ 放課後児童支援員の資質向上に関すること。 
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④ 学校、家庭又は地域等での環境づくり及び連絡調整に関すること。 

⑤ おやつの提供、会計、おやつ代の集金等に関すること。 

⑥ 指定管理料等の会計事務に関すること。 

⑦ 延長保育料の預かりに関すること。 

⑧ 傷害保険料の徴収に関すること。 

⑨ 施設の安全確保及び維持管理に関すること。 

⑩ その他放課後児童の健全育成上必要な活動に関すること。 

⑪ 提案事業については、市と協議し適切であると認めるものは行うことができる。 

⑫ 提案事業等に係る実費徴収をする場合は、事前に市と協議し、保護者へ周知す

ること。 

（２）職員 

   指定管理者は、業務を円滑に履行するため、以下の職員を配置すること。職員は、

いずれも心身ともに健康な者とすること。また、配置された職員が、明らかに職員

として不適格と認められる場合、市は、指定管理者に対し、改善の指示を行うこと

ができる。 

① 室長 

② 主任放課後児童支援員（以下「主任支援員」という。） 

  ③ 放課後児童支援員（以下「支援員」という。） 

（３）支援員の配置 

① 室長は、学童保育室に正規職員を１名配置すること。 

② 主任支援員は、学童保育室に正規職員を２クラス毎に１名配置すること。 

③ 支援員（主任支援員を含む）は、学童保育室に正規職員をクラス毎に１名以上

配置すること。 

④ 支援員配置の基準は、４月１日現在における児童数に基づきクラス毎におおむ

ね４０人未満までは２人以上を配置すること。 

ただし、有資格者１人を除き、無資格の補助員（支援員が行う支援について支

援員を補助する者をいう。）をもってこれに代えることができる。 

⑤ 障害児童等を受け入れたとき上記④の規定にかかわらず加配の必要が市におい

て認められた場合には、クラス毎に障害児童数２人までは１人、３人以上は２

人を配置すること。 

※指定管理料の提案価格には、障害児の加配を１人分加えて算定し、実際の運

営時に障害児が居なくても、クラス毎に支援員を１名配置するものとする。 

実際の障害児が３人以上になった場合の、人員の増員や指定管理料の増額に

ついては、市と指定管理者の協議により決定するものとする。 

⑥ 支援員は基準条例第１０条第３項に該当するものとする。 

⑦ 支援員の配置においては、在籍する児童の関係者については、配置をしないよ
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うに配慮すること。 

⑧ 児童数の増加によりクラス数が増えた場合、人員の増員や指定管理料の増額に

ついては、年度協定時に市と指定管理者の協議により決定するものとする。 

⑨ 職員を配置する場合は、週５日勤務で支援員１名と換算し、最低配置人数を下

回らないようにすること。 

⑩ 延長保育及び土曜日等の一日保育においては、合同保育を実施することができ

るとするが、上記④のクラス毎の職員の配置基準を満たすこと。 

※最低配置人数           室長：１名  支援員：１５名  計１６名 

学童名 

クラス 

児童数

(定員) 

障害児 

(再掲) 

室長 

(正規) 

主任 

支援員 

(正規) 

支援員 

(正規) 

支援員 
(正規又は 

非正規) 
計 

桜ケ丘 1組（幼稚園） 46 名 2 名 

1 名 

1 名 

(1 組) 

0 名 2 名 3 名 

桜ケ丘 2組（幼稚園） 46 名 2 名 1 名 2 名 3 名 

桜ケ丘 3 組（戸建） 46 名 2 名 1 名 

(3 組) 

0 名 2 名 3 名 

桜ケ丘 4 組（戸建） 46 名 2 名 1 名 2 名 3 名 

桜ケ丘 5 組（戸建） 46 名 2 名 1 名 0 名 2 名 3 名 

合計 230 名 10 名 1 名 3 名 2 名 10 名 15 名 

（４）支援員の勤務形態等 

児童の安全性の確保を念頭に置き、業務を実施するために必要な業務執行体制を

確保するとともに、労働基準法等関係法令を遵守し、業務運営が円滑に遂行される

よう定めること。 

（５）主な担当業務 

室長及び主任支援員、支援員は、児童の人権の尊重と個人差への配慮、体罰等の

禁止、事業の公共性の維持に留意し、適切な遊び及び生活の場を与え健全な育成を

図るために、次の業務を行うこと。 

役職名 担当業務 

①室長 学童保育室の総括、市や小学校との連絡調整、会計事務 

②主任支援員 学童保育室の総括補助、衛生管理、庶務 

③支援員（主任支援員を含む） 保育日誌、出席簿、環境安全点検、事業計画、環境整備 

※主任支援員が不在の時は、必要に応じ支援員が主任支援員の担当業務を行うこと。 

（６）その他 

従事する支援員は、名札を着用するなど、常に児童、保護者に支援員と分かるよ

うにすること。 

 

第４ 施設の維持管理に関する業務の基準 

 指定管理者は、施設（設備及び物品含む。）の機能と環境を良好に維持し、サービス
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提供が常に円滑に行われるように、施設等の日常点検、保守及び法定点検等の保守管理

業務を行うこと。 

なお、業務の詳細は、別紙１（維持管理業務一覧参照）に定めるとおりとする。 

１ 施設保守管理業務 

指定管理者は、施設を適切に管理するために、日常的に施設の点検を行い、仕上材

等の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等が発生しない状態を維持し、かつ美観を維持す

ること。また、施設を安全かつ安心して利用できるように、施設の予防保全に努める

こと。 

 

２ 設備機器管理業務 

指定管理者は、附属設備等の安全の確保及び適切な管理のために、次に掲げる保守

点検等の必要な措置を講ずること。 

 業務に当たっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、設備が正常に

機能しないことが明らかになった場合には適切な方法により対応するとともに、市に

報告すること。 

（１）報告・連絡・調整業務 

  ア 管理報告書の作成  

    設備点検結果記録等の報告書を作成し、保存すること。 

  イ 関係官公庁等への諸届 

    管理等に必要な資格者の選解任届出書、法定点検業務の結果報告書等を作成し、

提出すること。 

ウ 市への報告方法等 

    維持管理については児童の安全の確保及び放課後児童健全育成事業の円滑な

運営に対する影響を常に念頭に置き、その状況により適切な方法で市に速やかに

報告すること。 

（２）設備保全業務 

  ア 手入れ 

    各設備機器に対して周期的な消耗品の取替え及び粉塵等の除去・清掃を行い美

観の維持に努めること。 

  イ 応急措置 

    各設備機器に異常を発見し、応急措置をする必要があるときは、その波及被害

を防止するため、常備する工具類を用いて処置すること。 

  ウ 修理業務 

    日常業務に支障をきたさない程度の部品交換等を行うこと。 

（３）日常点検業務 

   各設備機器の日常の運転管理、点検、整備を行うこと。 
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   また、正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すとともに、児童

の安全の確保及び放課後児童健全育成事業への影響を想定し、必要に応じ市と調整

すること。 

（４）定期点検・整備業務 

   各設備機器に対して法定点検及び初期性能・機能保全のため、定期的に機器動作

試験等を行う。その際に、必要な消耗品の更新についても、指定管理者の負担によ

り随時行うこと。 

また、正常に機能しない際の対応等について、適切に記録に残すとともに、児童

の安全の確保及び放課後児童健全育成事業への影響を想定し、必要に応じ市と調整

すること。 

（５）立会い業務 

   各種法令等に基づいて行われる官公庁立ち入り検査及び専門業者の作業に対し

て立ち会うこと。 

 

３ 清掃業務 

指定管理者は、施設及び敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、

施設としての安全かつ快適な空間を保つために、日常及び定期的な清掃を実施するこ

と。 

 （１）日常清掃 

    指定管理者は、施設について日常的に清掃を行い、施設、備品、器具等が常に

清潔な状態に保たれるようにすること。清掃回数等は、１日１回以上行うことと

し、汚れを発見したときは速やかに対応すること。特に、トイレ等の水周りにつ

いては、衛生等に留意すること。また、消耗品は常に補充された状態にあること。 

 （２）定期清掃 

    指定管理者は、施設について日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等を確実に

行うため、定期清掃を実施すること。 

 

４ 備品管理業務 

 （１）市は、施設の管理業務に必要な備品（別紙２備品一覧参照、賃借物品及び消耗

品は除く）を指定管理者に無償で貸与する。 

（２）指定管理者の責任により滅失、毀損
き そ ん

した備品の補充及び部品等の劣化に伴う交

換等は、指定管理者が行うこと。また、経年劣化等により更新が必要と判断され

る場合は、市と協議すること。 

 （３）指定管理者が指定管理料により購入した備品の所有権は、原則市が有するもの

とする。 

なお、備品の購入に際しては、あらかじめ市と協議すること。 
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 （４）指定管理者は、市から貸与された備品について、利用に支障をきたさないよう

深谷市物品規則及び関係例規に基づき適切に管理すること。また、管理に当たっ

ては、市の基準に準じた備品台帳を作成すること。 

 （５）備品の詳細な取り扱いについては、市と指定管理者が締結する協定で定める。 

 

５ 保安警備業務 

  指定管理者は、管理施設及び敷地内の防犯、防火及び事故防止に万全を期し、定期

巡回を行うなど利用者が安心して利用できる環境の確保に努めること。 

  また、機械警備などを利用して年間を通じて常時警備を行うこと。 

 （１）緊急時の業務 

    火災・盗難等の事故の発生又はそのおそれがある場合は、警察、消防に通報連

絡を行うとともに被害を最小限に食い止め、非常事態に適合した迅速かつ正確な

緊急措置を講じること。 

 （２）報告業務 

    事故の発生状況を把握し、警察等への通報を行うとともに速やかに市に事故報

告を行うこと。 

 

６ 外構・植栽管理業務 

 指定管理者は駐車場をはじめ、施設の外構の清掃及び地面、施設附属物等の維持管

理を行うこと。また、次に示すような敷地内の植栽管理（除草、樹木管理、落ち葉清

掃等）を行うこと。 

（１）樹木の害虫駆除及び剪定、除草、落ち葉の清掃を計画的に行い、良好な状態を  

維持すること。 

 （２）花植え等施設周辺の景観向上に資する取り組みについては指定管理料の範疇で

実施することについて妨げるものではないが、実施に当たっては、児童の安全の

確保及び放課後児童健全育成事業への影響を想定するとともに、学校等関係施設

への影響をも考慮すること。 

 

７ 環境衛生管理業務 

  指定管理者は、学童保育室利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供する

ため、常に本施設内及び敷地内の適切な環境衛生の維持に努めること。業務に当たっ

ては、建物の使用目的、使用内容等を十分に把握するとともに、「建築物における衛

生的環境の確保に関する法律」等の関係法令を遵守すること。 

（１）手洗いやうがい等、日常の衛生管理に努めること。また、その他の医療品を備

え、それらの管理を適正に行い、適切に使用すること。 

（２）感染症拡大防止のため、学年閉鎖・学級閉鎖になったクラスの児童は、学年・
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学級閉鎖期間中、学童保育室の利用についても自粛を呼びかけること。 

 

８ 維持管理計画書の作成 

  指定管理者は、年度当初に施設維持管理計画書（点検整備、法令に基く測定・検査、

調査等）を作成し、市に提出すること。 

  なお、計画書に従って実施した点検・整備・調査・修繕等については記録を行い施

設維持管理計画書に反映させること。 

 

９ 修繕の費用負担 

  施設（設備及び物品含む。）の本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の

修繕に要する費用（５０万円未満）は、原則として指定管理者が負担することとし、

それ以外の修繕に要する費用については、市と指定管理者が締結する協定で定める。 

 

１０ 市が許可した目的外使用部分の管理 

市は、施設の一部について指定管理者以外の者に対して目的外使用許可をすること

があるので、その目的外使用許可部分についても適正な管理を行うこと。 

  光熱水費等は許可を受けた者が負担することになるが、支払いの形態としては施設

全体として支払う必要があることから、指定管理者が一括して支払ったうえで、後日、

許可を受けた者に当該料金を請求するとともに、支払方法等については双方で協議す

ること。 

 

１１ 喫煙対策 

  敷地内は、禁煙とすること。 

 

１２ その他の業務 

  指定管理者は、施設の維持管理業務の実施状況を記録した業務日誌等を作成すると

ともに、一定期間保管し、市の求めがあったときには閲覧に供すること。 

 

第５ 自主事業に係る業務の基準 

１ 児童や保護者の満足度を向上させるための事業 

  指定管理者は、児童や保護者の満足度を向上させるため、自らの企画により施設内

外において、施設の設置目的に適合する事業を実施することができる。この場合、保

護者の金銭的な負担のないよう事業を行い、やむを得ず一部費用を徴収する場合でも、

収益を発生させてはならない。 

当該事業の実施に当たっては、必ず事前に市と協議し承認を受けること。また、事

業実施に要する費用は全て指定管理者の負担とする。 
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第６ その他業務の基準 

１ 苦情への対応 

 （１）指定管理者は、保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解

決の責任者、受付担当者などを定めること。 

 （２）指定管理者は苦情受付から解決、改善までを苦情対応記録書にまとめ市へ提出

すること。 

 

２ 労働条件の配慮 

  指定管理者は、労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなされるよう留

意すること。 

 

３ 市内企業の活用 

  管理業務の実施に当たり、市内企業の受注機会の増大と市内企業に配慮した物品等

の調達に努めること。 

 

４ 障害者の雇用拡大 

  管理業務の実施に当たり、障害者の雇用の拡大と市内障害者就労施設等に配慮した

物品等の調達に努めること。 

 

５ 環境への配慮 

  管理運営業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。 

（１）電気、ガス、水道等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑

制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。 

 

６ 個人情報の保護及び秘密の保持 

 （１）個人情報の保護 

    指定管理者は、指定管理業務を処理するための個人情報の取扱いについては、

個人情報の保護に関する法律及び深谷市個人情報保護法施行条例の規定に従い、

個人の権利利益を侵すことのないようにしなければならない。 

    指定管理者は、業務上知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏洩、滅

失及び毀損
き そ ん

の防止等、個人情報の適切な管理を図るため必要な措置を講ずること。 

なお、具体的な内容については、市と指定管理者が締結する協定で定める。 

 （２）秘密の保持 

    指定管理者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職

を退いた後も同様とする。 
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７ 情報の公開 

  指定管理者は、深谷市情報公開条例第２６条第１項の規定により、指定管理者が保

有する学童保育室の管理に関する情報の公開に努めなければならない。 

 

８ 事業計画書の作成 

 （１）年次事業計画書 

指定管理者は、年度毎に年次事業計画書を作成し、各年度の業務開始前に市に

提出すること。 

（２）月次事業計画書 

指定管理者は、月毎に月次事業計画書を作成し、各月の前月２０日までに市に

提出すること。月次事業計画書の主な内容は、次のとおりである。 

① 月行事予定表 

② 支援員出勤時間等予定表 

③ 発行予定のおたより 

 

９ 事業報告書等の作成 

（１）年次報告書 

    指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、事業報告書を市に提出すること。 

事業報告書の主な内容は、次のとおりである。 

なお、詳細については、市と指定管理者が締結する協定で定める。 

① 放課後児童健全育成事業にかかる事業実績報告書及び収支計算書 

② 施設の管理運営業務にかかる事業実績報告書及び収支決算書 

③ 自己評価書及びアンケート等 

（２）月次報告書 

    指定管理者は、学童保育室の実施状況を記載した放課後児童健全育成事業にか

かる報告書（出席簿、生活指導日誌）及び施設の管理運営業務にかかる報告書（日

常点検表、維持管理実施報告書）を作成し、翌月５日までに市に提出すること。 

 

１０ 予算管理及び帳簿の記帳 

指定管理者は、予算の適正な執行及び管理に努め、管理運営業務に係る収入及び支

出の状況について、適切に記帳すること。また、これらの帳簿や証拠書類について、

市が閲覧を求めた場合は、これに応じること。 

 

１１ 会計に関する事項 

（１）会計の管理 

会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに管理するものとする。 
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（詳細は協定書に定める。） 

（２）指定管理に係る指定管理料 

市は、管理運営に要する経費を毎年度の予算の範囲内において、指定管理者に

指定管理料として支払うものとする。 

指定管理料の具体的な額や支払方法等は、協議の上、協定書で定める。 

なお、指定管理料に含まれるものは、下記のとおりである。 

① 人件費 

② 修繕費 

③ 光熱水費 

④ 委託料 

⑤ その他の費用 

※上限額設定における人件費は、近年の賃金上昇を踏まえ積算しているため、

指定管理料積算の際には、このことを考慮すること。 

（３）光熱水費等の支払 

指定管理者は、光熱水費等の支払いについて遅滞なく行うこと。 

なお、延滞し、延滞料が発生した場合は、指定管理者がその料金を支払うこと。 

（４）施設の改修及び修繕等の実施及び費用負担区分 

施設の改修及び修繕等の実施及び費用負担区分については、次の表のとおりと

する。 

 



- 13 - 

 

市
指定

管理者
分担
（協議）

改築、改修または
大規模修繕

躯体、基礎軸
組、鉄骨部分、
小屋組等の修繕

○

建築基準法施行令第１条に規定する「構
造耐力上主要な部分」については、所有
者である市が管理すべきものであるため、
必要に応じて市が行う。

１件あたりの見積額
50万円以上の修繕

○

１件あたりの見積額
50万円未満の修繕

○
本来の効用持続年数を維持するために支
出される費用で施設の管理に付随するも
のであるため、指定管理者が実施する。

資本的支出 ○
資産の価値を高める又は耐久性を増すこ
とであるため、必要に応じ協議する。

新設等 ○
基本的に構築物の新設等は考えていない
が、必要に応じ協議する。

１件あたりの見積額
50万円以上の修繕

○

１件あたりの見積額
50万円未満の修繕

○
本来の耐用年数を維持するために支出さ
れる費用であるため、指定管理者が実施
する。

資本的支出 ○
資産の価値を高める又は耐久性を増すこ
とであるため、必要に応じ協議する。

新設等 ○
基本的に構築物の新設等は考えていない
が、必要に応じ協議する。

１件あたりの見積額
50万円以上の修繕

○

１件あたりの見積額
50万円未満の修繕

○
本来の耐用年数を維持するために支出さ
れる費用であるため、指定管理者が実施
する。

資本的支出 ○
資産の価値を高める又は耐久性を増すこ
とであるため、必要に応じ協議する。

購入（別紙備品一覧
表に掲げられているも
の）

○

購入（別紙備品一覧
表に掲げられていな
いもの、又は指定管理
者の発意によるもの）

○ △
原則、指定管理者が実施するが、必要に
応じ協議する。

建物付属
設備

建物

項目 実施区分の考え方

備品

構築物

区分 内容

実施区分
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（５）業務費用の執行について 

指定管理者は前記収入金を適正に執行するものとし、指定管理業務にかかる経

理は、専用の口座で管理し、指定管理業務にかかる経理、その他の業務にかかる

経理を区分して整理すること。 

 

１２ 文書の備付け、管理及び保存 

（１）書類の備付け 

指定管理者は、各学童保育室に次に掲げる文書等を常時備え付け、適切に記

録・記帳すること。また、これらについて市が閲覧を求めた場合は応じること。 

① 児童出席簿 

② 生活指導日誌 

③ 児童台帳 

④ 職員会議録 

⑤ 出勤簿 

⑥ 傷害保険、保護者会の委任に伴うおやつ代の現金出納簿 

⑦ 日常点検表 

    ⑧ 日常管理チェックリスト 

    ⑨ 学童だより 

⑩ 保護者等からの苦情とその対応状況 

⑪ その他市長が必要と認める書類 

（２）文書の保管および保存 

指定管理者は、本業務の実施に当たり、作成し又は取得した文書等は、紛失汚

損等のないよう適切な方法で保管及び保存するとともに、指定期間終了時に市の

指示に従って引き渡すこと。なお、保存の年限等取扱いについては深谷市文書取

扱規程（平成１８年深谷市訓令第１５号）を参考に管理・保存すること。 

 

１３ 危機管理における予防策 

（１）事故やケガの予防策 

    日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の

環境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行うこと。 

（２）防災及び防犯対策 

指定管理者は、市の「学童保育室における危機管理マニュアル」による施設内

での事故の予防対策や発生時の対処、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全

確保、必要な通報等についての対応計画を作成し、事故の未然防止に万全を期す

とともに、緊急事態の発生時には的確に対応すること。 

また、基準条例第６条の２第１項に定める安全計画を策定し、当該安全計画に
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従い必要な措置を講じること。 

 

１４ 事故等発生時における対応 

 （１）事故やケガの対応 

    速やかに適切な処置を行うとともに、子どもの状況等について速やかに保護者

に連絡し、市へ報告すること。また、必要に応じて小学校にも連絡すること。 

（２）災害時における対応 

    ① 災害等が発生した場合は、子どもの安全確保を最優先にし、災害等の状況

に応じた市の「学童保育室における危機管理マニュアル」により適切な対

応をとること。 

② 大規模な災害（地震・台風等）等により、市民の生命、身体及び財産の保

護をするため、人員やライフラインなどが制約された状況において、市が

必要と認めるときは、市の指示に従い、業務を中断させず、また中断した

場合でも早急に復旧し、可能なかぎり早期に通常業務を復旧させること。 

（３）その他  

関係機関からの注意喚起文書等を配布・掲示するなど周知徹底すること。 

 

１５ 災害時の避難所等開設について 

（１）避難所等の開設 

     災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市が施設を避難場

所等として使用する場合の避難所等の開設及び運営等は、原則、市が職員を派

遣して行うものとし、指定管理者は、市が行う業務に協力するものとする。 

（２）自主避難者への対応 

       災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難情報が発令さ

れる前に施設に自主的に避難する者がある場合、指定管理者は避難者を受入れ、

速やかに市へ報告するものとする。 

（３）業務内容等の報告 

     指定管理者は、災害対応業務の内容及び費用について、市に書面をもって適

宜報告するものとする。 

（４）個人情報の取扱い 

     指定管理者は、災害対応業務で取り扱う個人情報については、当該業務に必

要な範囲で利用等するものとする。 

（５）費用の負担 

災害対応業務により発生した損害及び追加費用に係る負担の取扱いについ

ては、合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として、市と指定管

理者の協議により決定するものとする。 
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１６ 事業評価業務 

  指定管理者は、アンケート等によりセルフモニタリングを行い、利用者の意見や要

望を把握するとともに、保育事業に反映させるよう努めること。 

  また、その結果に対する自己評価を行い、アンケートとともに事業報告書にまとめ

市へ提出すること。 

 

１７ 指定管理業務期間の前に行う業務 

 （１）協定項目についての市との協議 

 （２）保護者からの徴収金等の設定 

 （３）配置する職員等の確保及び研修 

 （４）市及び現放課後児童健全育成事業の実施者からの業務等の引継ぎ 

 

１８ 指定期間終了後の引継ぎ業務 

（１）指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定期間満了前に指定の取消し

が行われたときは、次期指定管理者が円滑かつ支障なく学童保育業務及び管理運

営業務を遂行できるよう引継ぎを行うこと。 

なお、引継ぎ時における施設については、継続して使用することに支障のない

状態で次期指定管理者に引き継ぐこと。 

（２）引継ぎに当たっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事故等を防

止するため、危険注意箇所等について十分に確認を行うとともに、施設の管理業

務に必要な情報を遅滞なく次期指定管理者へ提供するなど、引継ぎに遺漏のない

よう十分留意すること。 

 

１９ 第三者への包括的委託の禁止 

指定管理者は、本業務基準書に掲げた業務を一括して第三者に委託することはでき

ない。 

なお、業務の一部を第三者に委託する場合は、事前に市の承認を得ること。 

 

第７ その他 

１ 関係機関との連絡調整 

  指定管理者は、市が出席を要請した会議等には出席すること。 

  また、小学校と連絡調整を常に行い、連携を図るよう努めること。 

 

２ 関係官公庁の指導等 

指定管理者は、施設の管理運営業務に当たり、関係官公庁の指導等に従うこと。測
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定、検査、調査等の活動によって改善・変更を要すると認められた事項については、

具体的にその内容を明らかにした文書を作成し、その都度、市と協議のうえ対応する

こと。 

 

３ 調査 

  市は、指定管理者の管理する施設の適正を期するため、必要があると認めるときは、

指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実地につ

いて調査し、又は必要な記録の提出を求めることがある。 

 

４ リスクの分担及び保険への加入 

指定管理者は、災害保険及び損害賠償保険に加入しなければならない。 

また、学童保育室の管理運営に関する基本的なリスクの分担に対する考え方は、次

の別表のとおりとし、指定管理者はこれらに基づく自らのリスクに対して、適切な範

囲で保険等に加入すること。また、別表に定める事項に疑義が生じ、又は別表に定め

る事項以外の不測の事態が生じた場合は、市と指定管理者が協議の上、リスク分担を

定めるものとすること。 

なお、火災保険については市が加入するが、指定管理者において故意、重過失、法

令違反があった場合などは適用外となるので、その場合においては指定管理者が修繕

費用等を負担すること。 
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別表（リスク分担表） 

 

 

 

市 指定管理者
分担
（協議）

指定管理者
（負担限度付）

収支計画に多大な影響を与えるもの ○

それ以外のもの ○

資金調達不能による管理運営の中断等 ○

金利上昇等による資金調達費用の増加 ○

法令等変更 管理運営に直接影響する法令等の変更 ○

税制変更 管理運営に直接影響する税制等の変更 ○

市の政策による期間中の変更 ○

指定管理者の発案による期間中の変更 ○

市議会議決 指定の議決が得られないことによる管理運営開始の延期 ○

需要変動 児童の増加による人件費の増加 ○

市に帰責事由がある管理運営の中断・中止 ○

指定管理者に帰責事由があるもの ○

事故・災害等による臨時休室及び開室 ○

学校等関係機関からの影響による施設の一時的な利用停
止

○

それ以外のもの ○

指定管理者に帰責事由があるもの ○

指定管理者が設置した設備・備品 ○

50万円未満

50万円未満

法律や条例等の制定・改正等により必要となる改修工事 ○

指定管理者の発案による改修工事 ○

市に帰責事由があるもの ○

指定管理者に帰責事由があるもの ○

市と指定管理者の両者、または被害者・他の第三者等に
帰責事由があるもの

○

募集要項等、市が責任を持つべき書類の瑕疵・不備によ
る場合

○

事業計画書等、指定管理者が責任を持つべき書類の瑕
疵・不備による場合

○

市に帰責事由があるもの ○

指定管理者に帰責事由があるもの ○

不可抗力による施設・設備の復旧費用 ○

不可抗力による管理運営の中断 ○

事業終了時の
費用負担

指定管理者の期間満了、期間中断における撤収費用等 ○

※不可抗力：豪雨、洪水、暴風、地震、地すべり、落盤、火災、テロ、暴動など

※協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者が有するも のとする。 

経年劣化・特定不能な第三者行為によるもの等
上記以外のもの
（上段：１件当たり、下段：年間合計）

リスクの種類 リスクの内容

負担者

物価変動

資金調達

管理運営
内容の変更

運営の
リスク

施設等
の損傷

改修工事

児童等への
損害賠償

書類の不備

情報
セキュリティ

不可抗力
※
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５ 指定管理者と市の責任役割分担 

市 指定管理者

施設（建物、構築物、機械設備等）の保守点検 ○

施設の維持管理（植栽管理、清掃等含む） ○

安全衛生管理 ○

運営における保護者対応（苦情・要望）
△

（指定管理者で対応
できない場合に限る）

○

業務に関連して取得した児童等の個人に関する
情報の漏えい等による保護者等に対する対応

○

被災による施設の復旧 ○
△

（自己の責めに帰すべき
事由による場合）

施設利用者の被災に対する責任 ○ △※

施設の火災保険の加入 ○

賠償責任（指定管理者に管理瑕疵がある場合） ○

包括的な責任 ○

項　　　　目
負担者

※指定管理者は、施設利用者の被災に対し、現場で迅速に対応する責任を有し、施設又は施設利用者
に災害があった場合は、迅速かつ適切に対応し、直ちに市に報告をすること。  

 

６ 損害賠償に関する事項 

（１）損害賠償責任  

指定管理者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、

指定管理者において、その損害を賠償することになるので（深谷市公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例第１０条）留意するとともに、万全の対策を

期すこと。  

（２）施設賠償補償保険への加入  

施設賠償補償保険については、指定管理者が加入すること。保険に加入する際は、

市が加入している「市民総合賠償補償保険（全国市長会）」と同程度以上の補償内

容の保険に加入すること。  

併せて、全国の類似施設における事故発生の頻度や事故発生時の賠償補償額等を

参考にし、適切な措置を講じること。 

 【市が加入している損害賠償保険の内容】 

    身体賠償：１名 １億円／１事故 １０億円 

    財物賠償：１事故 ２，０００万円 

（３）児童に対する傷害保険への加入 

   児童が被保険者となる傷害保険については、指定管理者が加入すること。保険に
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加入する際は、市直営施設が加入している下記保険と同程度以上の補償内容の保険

に加入すること。また、保険料（掛金）の一部について市直営施設と同様、保護者

から負担してもらうものとし、その額については市と協議すること。 

 

【市が加入している傷害保険の内容】 

   スポーツ安全保険（公益財団法人 スポーツ安全協会） 

   加入区分：Ａ１（年間掛金：８００円） 

 

７ モニタリング 

  市は、施設の管理運営業務に関するモニタリングを次のとおり実施する。 

なお、詳細については市と指定管理者が締結する協定で定める。 

 （１）定期のモニタリング 

    市は、指定管理者から提出された月次報告書、年次報告書その他報告等により、

指定管理者の業務の実施状況が、市の要求水準を満たし、適正かつ確実なサービ

スが提供されているか否かについて、毎年１回モニタリングを実施する。 

 （２）現地確認 

    市は、必要に応じて、施設の維持管理や経理状況等に関し、指定管理者に報告

を求めるほか、年１回以上、現地において施設の管理運営状況を確認するものと

する。 

 （３）結果の公表 

    市は、毎年度終了後、指定管理者からの年次報告書等を踏まえ、利用児童数や

収支の実績等について、その確認結果を市ホームページで公表する。 

 

８ 業務不履行時の処理 

  管理運営業務が業務要求水準を満たしていない場合、又は児童が施設を利用する上

で明らかに利便性を欠く場合、市は、指定管理者に対して改善の指示を行うことがで

きる。 

  また、指定管理者が指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間を定め

て管理の業務の停止を命ずることができる。 

 

９ 協議 

指定管理者は、この基準書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処

理について疑義が生じた場合は、市と協議し決定する。 
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別紙１ 

 維持管理業務一覧 

対象設備・業務 内 容 等 頻 度 

消防用設備保守点検 誘導灯設備、消火器等の機器点検、総合点検 年１回 

機械警備 夜間及び休館日の機械による監視・警備 毎日 

日常清掃 施設内、トイレ等  毎日 

定期清掃 樹脂ワックス掛け 月１回以上 

ガラス清掃 年１回以上 

エアコン清掃（内部洗浄） 年１回以上 

植栽管理業務 花卉等の維持管理、樹木の剪定  

施肥、消毒、除草、潅水、清掃 

月１回以上 

適宜 
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別紙２ 

備品一覧（幼稚園併設） 

№ 品名 規格 数量 

1 片袖机 イトーキ AS-251M 1 

2 片袖机 イトーキ AS-251M 1 

3 座机・座卓 折りたたみ式座卓 13 

4 座机・座卓 折りたたみ式座卓 4 

5 座机・座卓 折りたたみ式座卓 2 

6 座机・座卓 TUS-1845 ﾁｰｸ 6 

7 座机・座卓 TUS-1845 ﾁｰｸ 3 

8 金属椅子 イトーキ K-211 1 

9 金属椅子 イトーキ K-211 1 

10 茶棚 不詳 1 

11 ロッカー ６人用 1 

12 ロッカー 可動式キャスター付 2 

13 ロッカー 固定式 1 

14 ロッカー 不詳 1 

15 ロッカー 不詳 1 

16 下駄箱 コクヨ SXK4FIN 1 

17 下駄箱 １８人用 1 

18 下駄箱 不詳 2 

19 整理箱 マスセット 色紙ケース 1 

20 物置 組み立て式 E-9型 1 

21 傘立 コクヨ US-A163 2 

22 テレビ台 BLT-1200TE 1 

23 黒板（ホワイトボード） 不詳 2 

24 掃除機 MITSUBISH TC-BE10P 1 

25 電気冷蔵庫・冷凍庫 NR-B161J-SH 1 

26 電気冷蔵庫・冷凍庫 MR-F140D 1 

27 プレーヤー・レコーダー NVHV61 1 

28 テレビ 37H8000 1 

29 パソコン PC-VK25LAZCG 1 
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30 ラジカセ Panasonic RX-D45-W 1 

31 プリンター Muitiwriter8450N 1 

32 寝台 アイリスオーヤマ OTB-MN 1 

33 空気清浄機 シャープ KILS70(W) 2 

34 プリンター Canon PIXUS TS6330BK 1 

35 AED フィリップスジャパン ハートスタート HS1+e 1 

 

備品一覧（戸建） 

№ 品名 規格 数量 

1 片袖机 アイリスチトセ CLC－107W 1 

2 座机・座卓 TOKIO TUS－1845 チーク 19 

3 座机・座卓 TOKIO TUS－1845 チーク 4 

4 座机・座卓 TOKIO TUS－1848 チーク 1 

5 座机・座卓 不詳 2 

6 丸椅子 アイリスチトセ フローラーSAN 5 

7 戸棚 収納ベッド付医療品戸棚 1 

8 ロッカー ナイキ LK6N－NG 1 

9 整理箱 マスセット 色紙ケース 1 

10 傘立 ジョインテックス UB－280－236－0 2 

11 テレビ台 オーディオテクニカ FX1100WH 1 

12 電気冷蔵庫・冷凍庫 三菱 MR－H26R 1 

13 マイク ハンド型 メガホン ER-1106S 1 

14 テレビ 東芝 37H9000 1 

15 電気洗濯機 東芝 AW－70GF 1 

16 パソコン PC-VK24LUNOH 1 

17 プリンター キャノン インクジェット複合機 MG3630BK 1 

18 座机・座卓 TOKIO TUS-1845 チーク ソフトエッジタイプ 5 

19 空気清浄機 シャープ KILS70(W) 2 

20 プリンター NEC MultiWriter8600 1 

21 AED フィリップス ハートスタート HS1+e 1 

22 座卓 Main ST-156SH メープル 6 

23 下駄箱 JOINTEX NP16F 4 列 4 段 1 
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24 座卓 Main ST-156SH メープル 5 

※上記一覧については、新規購入による追加や破損による廃棄等により、変更となる場

合がある。 

 


